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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第29期

第３四半期
累計期間

第30期
第３四半期
累計期間

第29期

会計期間

自平成28年
　５月１日
至平成29年
　１月31日

自平成29年
　５月１日
至平成30年
　１月31日

自平成28年
　５月１日
至平成29年
　４月30日

売上高 （千円） 963,420 963,518 2,811,136

経常損失（△） （千円） △646,223 △649,524 △10,534

当期純利益又は四半期純損失

（△）
（千円） △652,169 △677,402 14,074

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 929,890 929,890 929,890

発行済株式総数 （千株） 3,813 381 3,813

純資産額 （千円） 2,905,051 2,884,038 3,549,722

総資産額 （千円） 4,136,760 4,140,031 4,735,446

1株当たり当期純利益金額又は1株

当たり四半期純損失金額(△)
（円） △1,727.18 △1,794.49 37.28

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 10.00

自己資本比率 （％） 70.2 69.7 75.0

 
 

回次
第29期

第３四半期
会計期間

第30期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成28年
　11月１日
至平成29年

　１月31日

自平成29年
　11月１日
至平成30年

　１月31日

 

1株当たり四半期純損失金額(△)

 

(円）

 

△431.29

 

△460.17

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．第29期第3四半期累計期間及び第30期第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額につ

いては、1株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　第29期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

５．平成29年11月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。

　　第29期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり四半期純損失金

額を算定しております。

２【事業の内容】

　　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）経営成績の分析

　当第3四半期累計期間（平成29年5月1日～平成30年1月31日）の経済情勢は、平成29年10～12月期の国内総生産

（GDP）の速報値が年率換算で0.5％増と8四半期連続のプラス成長となりましたが、輸出と設備投資が主体で個人

消費はなお力不足といった状況でありました。また印刷業界におきましては、この低迷する消費を反映して、紙・

板紙の国内出荷量が平成30年1月まで6ヵ月連続で前年実績を下回るなど、印刷需要は減退傾向が続いておりまし

た。

　このような経営環境の下、当社の当第3四半期累計期間における業績は次のとおりとなりました。学校アルバム

部門の売上高につきましては、この第3四半期までは卒業式後納品のアルバムや記念誌等となりますが、少子化の

影響等により、前年同期間比1.2％減の423百万円となり、一般商業印刷部門の売上高につきましては、前年同期間

比1.0％増の539百万円となりまして、全売上高は前年同期間ほぼ同額の963百万円となりました。

　また、損益面におきましては、営業損失672百万円（前年同期間比14百万円損失増）、経常損失649百万円（前年

同期間比3百万円損失増）、四半期純損失677百万円（前年同期間比25百万円損失増）となりました。

（季節変動について）

　当社の年間売上高のおよそ74％を占める学校アルバム部門は卒業時期の2月、3月に売上が集中いたしますので、

この第3四半期累計期間の売上高は年間売上高の4分の3前後にはなりませんし、損益につきましても固定費等の発

生が先行いたしますので、第3四半期累計期間においては、現在のところ損失となることが避けられず、上記のよ

うな損益状況となります。

 

（2）財政状態の分析

　（総資産）

　　　総資産は、前事業年度末に比べ595百万円減少し、4,140百万円となりました。

　（流動資産）

　　　流動資産は、前事業年度末に比べ741百万円減少し、1,146百万円となりました。

　　　これは、主として現金及び預金が1,044百万円、受取手形及び売掛金が179百万円それぞれ減少し、たな卸資産

　　　（「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」）が466百万円増加したなどによるものであります。

　（固定資産）

　　　固定資産は、前事業年度末に比べ146百万円増加し、2,993百万円となりました。

　　　これは主として有形固定資産が93百万円増加、無形固定資産が9百万円減少、投資その他の資産が63百万

　　　円増加したことなどによるものであります。

　（流動負債）

　　　流動負債は、前事業年度末に比べ、52百万円増加し、716百万円となりました。

　　　これは主として、支払手形及び買掛金が61百万円、賞与引当金が37百万円、未払法人税等が6百万円それぞれ

　　　減少し、その他が157百万円増加したことなどによるものであります。

　（固定負債）

　　　固定負債は、前事業年度末に比べ、17百万円増加し、539百万円となりました。

　　　これは主として、退職給付引当金が4百万円、役員退職慰労引当金が6百万円、その他が11百万円それぞれ

　　　増加し、長期預り保証金が4百万円減少したことなどによるものであります。

　（純資産）

　　　純資産は、前事業年度末に比べ、665百万円減少し、2,884百万円となりました。

　　　これは主として、利益剰余金が715百万円減少し、その他有価証券評価差額金が49百万円増加したことなど

　　　によるものであります。

 

　　　この結果、当第３四半期会計期間末の自己資本比率は69.7％となりました。

 

（3）経営方針・経営戦略等
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　　　当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　　　また、前事業年度に掲げた課題については、当第３四半期累計期間も引き続き取り組んでおります。

 

（5）研究開発活動

　　　当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,288,900

計 1,288,900

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）

（平成30年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年３月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 381,300 381,300
東京証券取引所

JASDAQ（スタンダード）
単元株式数100株

計 381,300 381,300 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成29年11月１日

　（注）
△3,431 381 － 929,890 － 1,691,419

（注）平成29年7月26日開催の第29回定時株主総会決議により、平成29年11月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株

式併合を行っております。

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成29年10月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 

平成29年10月31日現在
 

 区分  株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 無議決権株式  　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　 －  －

 議決権制限株式（自己株式等）  　　　　　　　　　－  　　　　　　　－  －

 議決権制限株式（その他）  　　　　　　　　　－  　　　　　　　－  －

 完全議決権株式（自己株式等）  普通株式     37,000  　　　　　　　－  －

 完全議決権株式（その他）  普通株式  3,768,000              3,768  －

 単元未満株式  普通株式      8,000  　　　　　　　　－  －

 発行済株式総数  　　　　  3,813,000  　　　　　　　　－  －

 総株主の議決権  　　　　　　　　　－              3,768  －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権

の数１個）含まれております。

　　　２．平成29年11月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行

済株式総数は3,431,700株減少し、381,300株となっております。

　　　３．平成29年7月26日開催の第29回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されており

ます。これにより、株式併合の効力発生日（平成29年11月1日）をもって、単元株式数が1,000株から

100株に変更となっております。

 

②【自己株式等】

平成29年10月31日現在
 

 所有者の氏名又は

 名称
所有者の住所

 自己名義所有

株式数（株）

 他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

 発行済株式総数

に対する所有株式

数の割合（％）

 株式会社マツモト
 北九州市門司区

社ノ木一丁目2番1号
37,000 － 37,000 0.97

 計  － 37,000 － 37,000 0.97

（注）平成29年7月26日開催の第29回定時株主総会の決議により、平成29年11月1日付で株式併合（普通株式10株

につき1株の割合で株式併合）及び単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）を行っております。当第

3四半期会計期間末日現在における自己株式数は3,800株（発行済株式総数に対する所有株式の割合は、

1.00％）となっております。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成29年11月１日から平成30

年１月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年５月１日から平成30年１月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年４月30日)
当第３四半期会計期間
(平成30年１月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,439,393 394,799

受取手形及び売掛金 316,259 136,557

商品及び製品 2,668 243,641

仕掛品 58,872 275,581

原材料及び貯蔵品 33,558 42,348

その他 41,480 56,788

貸倒引当金 △3,500 △2,900

流動資産合計 1,888,732 1,146,817

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 710,421 822,328

土地 929,190 929,190

その他（純額） 724,154 705,269

有形固定資産合計 2,363,765 2,456,788

無形固定資産 65,840 56,212

投資その他の資産   

その他 441,506 494,512

貸倒引当金 △24,400 △14,300

投資その他の資産合計 417,106 480,212

固定資産合計 2,846,713 2,993,213

資産合計 4,735,446 4,140,031

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 326,803 265,062

未払法人税等 16,521 10,519

賞与引当金 77,000 40,000

その他 243,666 400,863

流動負債合計 663,992 716,445

固定負債   

長期預り敷金 30,140 30,140

長期預り保証金 112,000 107,500

退職給付引当金 132,656 137,182

役員退職慰労引当金 225,229 231,596

資産除去債務 20,543 20,722

その他 1,162 12,406

固定負債合計 521,731 539,547

負債合計 1,185,723 1,255,992
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年４月30日)
当第３四半期会計期間
(平成30年１月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 929,890 929,890

資本剰余金 1,691,419 1,691,419

利益剰余金 888,793 173,641

自己株式 △17,089 △17,086

株主資本合計 3,493,014 2,777,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,708 106,173

評価・換算差額等合計 56,708 106,173

純資産合計 3,549,722 2,884,038

負債純資産合計 4,735,446 4,140,031
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成28年５月１日
　至　平成29年１月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成29年５月１日
　至　平成30年１月31日)

売上高 963,420 963,518

売上原価 1,218,817 1,232,398

売上総損失（△） △255,396 △268,879

販売費及び一般管理費 402,201 403,583

営業損失（△） △657,598 △672,463

営業外収益   

受取利息 574 333

受取配当金 5,341 6,384

不動産賃貸収入 3,570 23,130

その他 3,320 2,837

営業外収益合計 12,805 32,686

営業外費用   

不動産賃貸原価 1,430 9,747

営業外費用合計 1,430 9,747

経常損失（△） △646,223 △649,524

特別損失   

固定資産除却損 1,128 11,758

特別損失合計 1,128 11,758

税引前四半期純損失（△） △647,351 △661,282

法人税、住民税及び事業税 5,091 5,578

法人税等調整額 △273 10,540

法人税等合計 4,817 16,119

四半期純損失（△） △652,169 △677,402
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

　　売上高に著しい季節的変動がある場合

　　前第３四半期累計期間（自　平成28年５月１日　至　平成29年１月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成

　　29年５月１日　至　平成30年１月31日）

　　当社の売上高のおよそ74％（年間ベース）を占める学校アルバムは、卒業時期の2月及び3月（第４四半期）に売

　　上が集中するため、売上高に季節変動があります。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却

費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間

 （自　平成28年5月1日 （自　平成29年5月1日

  至　平成29年1月31日）  至　平成30年1月31日）

減価償却費 164,299千円 212,794千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成28年５月１日　至　平成29年１月31日）

配当に関する事項

　　配当金支払額

 （決議）  株式の種類
 配当金の総額

（千円）
 配当の原資

 1株当たり

配当額(円)
 基準日  効力発生日

 平成28年7月27日

 定時株主総会
 普通株式 37,763 利益剰余金 10 平成28年4月30日 平成28年7月28日

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成29年５月１日　至　平成30年１月31日）

配当に関する事項

　　配当金支払額

 （決議）  株式の種類
 配当金の総額

（千円）
 配当の原資

 1株当たり

配当額(円)
 基準日  効力発生日

 平成29年7月26日

 定時株主総会
 普通株式 37,750 利益剰余金 10 平成29年4月30日 平成29年7月27日

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第3四半期累計期間（自　平成28年5月1日　至　平成29年1月31日）

　当社は、印刷業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

　当第3四半期累計期間（自　平成29年5月1日　至　平成30年1月31日）

　当社は、印刷業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成28年５月１日
至　平成29年１月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成29年５月１日
至　平成30年１月31日）

　　１株当たり四半期純損失金額（△） △1,727円18銭 △1,794円49銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △652,169 △677,402

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △652,169 △677,402

普通株式の期中平均株式数（千株） 377 377

（注）１．潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

　　　２．平成29年11月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第29期の期首に当該株式併

合が行われたと仮定して1株当たり四半期純損失金額を算定しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年3月13日

株式会社マツモト

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢治　博之　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 阿部　正典　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マツ

モトの平成２９年５月１日から平成３０年４月３０日までの第３０期事業年度の第３四半期会計期間（平成２９年１１月

１日から平成３０年１月３１日まで）及び第３四半期累計期間（平成２９年５月１日から平成３０年１月３１日まで）に

係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マツモトの平成３０年１月３１日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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